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保護者のための家庭教育・子育て啓発資料について 

           

 日頃から、児童生徒の健全育成に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申

し上げます。 

 さて、この度、富山県教育委員会では、家庭教育・子育て啓発資料「小学生

の理解のために」「中学生の理解のために」を一部改訂し、下記のとおり富山

県教育委員会教育みらい室児童生徒支援担当公式ウェブサイトに掲載しました

のでお知らせいたします。 

 富山県教育委員会としましては、これからも、家庭と学校とが互いに手を取

り合って子供の理解を深めていきたいと考えております。本資料が、保護者の

皆様にとって家庭教育の一助となれば幸いです。 

 

記 

 

１ 掲載先 

 ○富山県教育委員会小中学校課公式ウェブサイト 

  保護者のための家庭教育・子育て啓発資料 

  ・「小学生の理解のために」 

URL：https://www.pref.toyama.jp/documents/41275/r7kaisyougakuseirikai.pdf 

 

 

 

 

 

  ・「中学生の理解のために」 

   URL：https://www.pref.toyama.jp/documents/41275/r7kaichuugakuseirikai.pdf 
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